
別紙 公売要項 

１．公売物件 

 

  公告第１６号 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  公告第１７号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※１ 部品交換のため実際の数値と異なります。（メーター 314,366㎞） 

 

２．公売日時 

  展示：令和元年１１月１２日（火）9:00～10:30 

  入札：令和元年１１月１２日（火）公告第１６号 11:00 

                  公告第１７号 11:15 

  開札：令和元年１１月１２日（火）入札終了後直ちに行う。 

 

３．入札参加資格 

（１）地方自治法施行令第 167条の 4第 1項の規定に該当しないものであること。 

（２）阿蘇市暴力団等排除措置要綱第 4条第 1項に該当しないものであること。 

（３）地方自治法第 238条の 3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員でないこと。 

（４）入札当日の受付時間内（10:00～10:30）に、会場に入室し受付並びに入札保証金の納付を

済ませた者。 

 

４．公売会場 

  阿蘇市役所 2階会議室 

 

車  名 日野 レインボー 

初年度登録 平成８年１月 

排 気 量  7.96L（7,960㏄） 

走行距離 429,808㎞（令和元年 8月 29日現在） 

車  検 無し  平成 31年 1月 9日満了 

原動機の型式 Ｊ08Ｃ 

燃  料 軽油 

ナンバー 熊本２２ ゆ ３３９ 

最低売却価格 ¥75,000- 

車  名 トヨタ コースター 

初年度登録 平成６年６月 

排 気 量  4.16L（4,160㏄） 

走行距離 199,313㎞（令和元年 8月 29日現在） ※１ 

車  検 無し  令和元年 7月 16日満了 

原動機の型式 １ＨＤ 

燃  料 軽油 

ナンバー 熊本２２ す １４７５ 

最低売却価格 ¥150,000- 



５．入札保証金 

  保証金として 10,000 円を持参し、受付にて納付して下さい。落札者のものを除き入札終了後

に還付します。落札者の納付した入札保証金は、売買代金に充当するものとします。 

 

６．落札者の決定方法 

入札終了後に開札を行い、最低売却価格以上で最高価入札者を落札者とします。ただし、入札

価格が最高価格である入札者が複数ある場合は、くじで落札者を決定します。 

 

７．入札の無効 

３の入札に参加することのできない者及び次の各号のいずれかに該当する入札については無

効とします。 

（１）予定価格に達しない入札 

（２）入札参加者が代理人である場合において、委任状を提出していない者のした入札 

（３）１物件の入札で、２通以上の入札書を提出した場合のその全部の入札 

（４）入札書に記載した金額を訂正しているもの 

（５）入札者の入札金額及び氏名（法人にあっては、商号名称及び代表者名）を確認しがたいも 

の、押印のないもの、鉛筆書きのものその他主要な事項が識別しがたいもの 

（６）入札に当たり、他人を脅迫し、その他不正行為があった者のした入札 

（７）公告又は公売要項に記載された事項に違反した入札 

（８）入札に関し、担当職員の指示に従わなかった者のした入札 

 

８．落札者の代金納付期限  

  令和元年１１月１９日（火）15:00 

 

９．契約書作成申し出期限 

落札者が、落札決定の日から起算して 7日以内に売買契約を締結しない場合は、特別な事情が

無い限りその落札を取り消します。 

 

１０．注意事項 

（１）車両は現状有姿での引き渡しとなり、動作保証はしません。 

（２）公売物件は中古物件であり、経年劣化、キズ、架装部のヒビ割れなどがあり、見えない不具

合も考えられます。また、屋外で保管している状況であること等を十分理解したうえで入札し

て下さい。 

（３）阿蘇市は公売車両について瑕疵担保責任を負いません。また、引き渡し後に隠れた瑕疵を発

見しても一切の責任を負いません。 

（４）代金の納付は現金のみとします。 

（５）落札物件は令和元年１１月１９日（火）17:00までに引き取りを行う必要があります。 

（６）落札者は売却決定日から 3週間以内に登録抹消または名義変更を、落札者の費用負担によ 

り行い、それを証する書類を市に提出して下さい。 

（７）売却代金の納付後に、落札者に車両本体、車両のカギ、自動車検査証、を引き渡します。落

札者は物品受領書を市に提出して下さい。 

（８）車両のデザイン・文字は車両引き渡し後 1カ月以内に、落札者が塗りつぶし等により削除し

て下さい。また、シール等の除去後にデザイン、文字が識別できる跡が残った場合はその跡も

塗りつぶし等により削除して下さい。削除した証明として、車両の前後、左右の写真を市に提



出して下さい。 

（９）引渡し後の車両保管は、落札者の責において行うこと。 

（１０）引渡し後の車両運搬は、落札者が手配するものとし、運搬に必要な費用等落札札者の負担

とします。 

 

１１．その他必要なもの 

  ・印鑑（代理人の場合は代理人の印鑑、法人の場合は代表者印）。 

  ・代理人が入札する場合は委任状。 

 

１２．入札及び契約に関する事務担当 

担 当  阿蘇市教育部教育課学務係 山部 伸介 

所在地  869-2695 熊本県阿蘇市一の宮町宮地 504番地 1 

電話番号 0967-22-3229（内 1324） 


